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個人レベルでの対策については、手洗い、咳エチケット等の基本的な感染予

防策を実践するよう促すとともに、自らが患者となった場合は感染を広げない

よう配慮するといつた基本的行動の理解促進を図る。
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国内での患者発生以降は、個人レベルでの手洗い・咳エチケット等の基本的

な感染予防策の徹底を呼びかけるとともに、次のような対策を実施し、感染拡

大をなるべく押え、流行のピークを遅らせ、流行のピークにおける影響をでき

るだけ小さくすることが重要である。

1)患者数が少ない段階 (発生早期)では、患者を、新たに接触者を増やさ

ない環境下で、適切に治療する。【患者対策】 (「⑤医療」参照)

濃厚接触者に対し、外出自粛を要請すると同時に、必要に応じて抗イン

フルエンザウイルス薬の予防投与と健康観察
6を

行う。これにより、患者

からウイルスの曝露を受けた者が、新たな患者となり、地域内に感染を拡

大させる可能性を低減する。【接触者対策】

患者数が増加した段階 (国 内発生期)で は、患者については重症者のみ

入院とし、その他の患者は在宅療養を基本とする。また、濃厚接触者への

抗インフルエンザウイルス薬の予防投与は中止する。

2)学校、保育施設等では、感染が広がりやすく、また、このような施設で

集団感染が起こった場合、地域流行のきっかけとなる可能性がある。その

ため、発生早期から学校、保育施設等の臨時休業を実施するとともに、各

学校等へ入学試験の延期等を要請する。【学校等の対策】

さらに、発生早期から、集会の自粛要請等の地域対策や、職場における

感染予防策により社会活動における接触の機会を減らす。【社会対策】
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⑤■医療

医療の提供は、健康被害を最小限にとどめるという目的を達成する上で、不

可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめることで、社会・経済活

動への影響を最小限にとどめることにもつながる。

新型インフルエンザが大規模にまん延した場合、患者数の大幅な増大が予測

されるが、地域の医療資源 (医療従事者、病床数等)に は制約があることから、

効率的・効果的に医療を提供できる体制を事前に計画しておくことが重要であ

る。特に、地域医療体制の整備に当たつては、協力する医療機関や医療従事者

への具体的支援についての十分な検討が必要である。

新型インフルエンザの国内での発生早期には、患者の治療とともに感染拡大

抑制策としても有効である可能性があることから、感染症法に基づき、新型イ

ンフルエンザ患者等を感染症指定医療機関等に入院させることとする
ア
。この

ため、地域においては、感染症病床の利用計画を事前に策定しておく必要があ
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インフルエンザに感染している可能性がある者とそれ以外の疾患の患者との

接触を避ける工夫を行う。また、医療従事者はマスク・ガウン等の個人防護具

の使用や健康管理tワ クチンの接種を行い、患者と接触 した際には抗インフル

エンザウイルス薬の予防内服を行う。なお、帰国者・接触者外来等の地域にお

ける医療提供体制については、一般的な広報によるほか|llle自 1者|1姜
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一般の医療機関でも患者が発生するようになつた場合等には、帰国者・接触

者外来を指定 しての診療体制から一般の医療機関で診療する体制に切 り替え、

重症者は入院、軽症者は在宅療養に振 り分けることとする。このため、地域に

おいては、感染症指定医療機関等以外の医療機関や公共施設等で患者を入院・

入所させることができるよう、事前に活用計画を策定しておく必要がある。ま

た、在宅療養の支援体制を整備 しておく必要がある。

1:1きま1:iliI:ξ;苫1蘇群鋭爆種:藁l「
言

なお、抗インフルエンザウイルス薬については、最新の科学的知見、諸外国

における備蓄状況、国内の流通状況等を踏まえ、国・地方自治体において備蓄・

配分、流通調整を行う。

⑥■ワク|チン

ワクチンにより、ウイルスに感染した場合に発症する可能性を低下させ、ま

た、発症した場合に重症化することを防ぐことで、受診患者数を減少させ、入

院患者数や重症患者数を抑え、医療体制が対応可能な範囲内におさめるよう努

めることは、新型インフルエンザによる健康被害や社会・経済活動への影響を

最小限にとどめることにつながる。

新型インフルエンザ対策におけるワクチンについては、役割が異なるプレパ

ンデミックワクチンとバンデミックワクチンの 2種類がある。

バンデミックワクチンは、新型インフルエンザの発生後に新型インフルエン

ザウイルスを基に製造されるものであり全国民への接種を基本とする。このた

め、全国民分のパンデミックワクチンをできるだけ短い期間で製造することが

できるよう研究開発を進める。
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プレパンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生する前の段階で、

鳥インフルエンザウイルス (H5Nl亜型)を基に製造されるものであり、い5Nl

亜型以外のインフルエンザには有効性がなく、また、新型インフルエンザウイ

ルスが H5Nl亜型であつたとしても、バンデミックワクチンと比較すると、そ

の有効性は不確かである。しかしながら、パンデミックワクチンが供給される

までの間、国民の生命を守 り、最低限の生活を維持する観点から、医療従事者

や社会機能の維持に関わる者に対し、プレパンデミックワクチンの接種を行う

必要があるため、プレパンデミックワクチン原液の製造・備蓄を進めることと

する。

発生前から、プレバンデミックワクチン及びバンデミックワクチンの接種が

円滑に行われるよう、国民的議論を踏まえ、接種の対象者や順位のあり方等を

明らかにするとともに、集団的な接種を基本として、法的位置づけ、接種の実

施主体、接種の実施方法等について決定 し、接種体制を構築する。その上で、

新型インフルエンザウイルスの特徴等も踏まえ、発生後に定めるべき事項は速

やかに決定できるよう、決定の方法等を可能な限り事前に定めておく。

さらに、新型インフルエンザ対策全体の中でのワクチンの位置付けや、ワク

チンの種類、有効性 。安全性、供給される時期、供給される量、接種対象者、

接種体制といつた基本的な情報について積極的な情報提供を行い、国民の理解

促進を図る。

⑦ 社会 ,経済機能の維1持

新型インフルエンザが発生すれば、保健 。医療の分野だけでなく、社会全体

に影響が及び、社会 。経済活動の縮小・停滞が危1具 される。このため、国民生

活を維持する観点からは、社会・経済機能の維持のための対策が必要である。

新型インフルエンザ発生前に、各行政機関、事業者においては、新型インフ

ルエンザ発生を想定し、職場における感染予防や事業継続のための計画を策定

し、事業継続に不可欠な重要業務や従業員の勤務体制などをあらかじめ定め、

発生に備えることが必要である。

新型インフルェンザの発生時は、各行政機関、,事業者において、職場におけ

る感染予防策を実施し感染拡大抑制に努めるとともに、事業継続計画を実行し、
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それに応じた活動を維持する。特に、医療従事者及び社会機能の維持に関わる

者等に対しては、活動の継続が社会的に求められているため、ワクチンの接種

等の支援を行う。

「 ′み″の基
'本

1カ′/

新型インフルエンザ対策は、一連の流れをもって発生の状況に応じた対策を

とる必要があることから、事前の準備を進め、状況の変化に即応 した意思決定

を迅速に行うことができるよう、予め発生の段階を設け、各段階で想定される

状況とその対応戦略を定めることとする。

本行動計画では、新型インフルエンザが発生する前から、海外での発生、国

内での発生、まん延を迎え、小康状態に至るまでを、我が国の実情に応じた戦

略に即して 5つの発生段階に分類した。国全体での各発生段階の移行について

は、WHOのフェーズの引上げ及び引下げを参考としながら、海外や国内での

発生状況を踏まえて、国が判断し公表する。
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<本行動計画の発生段階とWHOの フェーズの対応表>

本行1動
1計

1画
―の発1年1段階 IWHOIのフ|=|■ズ|(1参考)

【前段階】未発生期 フェーズ ¬、 2、 3

【第一段階】海外発生期 フェー ズ 4、 5、 6

【第二段階】国内発生早期

【第二段階】国内発生期

【第四段階】Jヽ康期 後パンデミック期
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<発生段階>

1発 1生段1階 1状‐態

前段階 (未発生期) 新型インフルエンザが発生していない状態

第一段階 (海外発生期)

海外で新型インフルエ

ンザが発生 した状態

国内のいずれかの都道

府県において患者が発

生 しているが、全ての

患者の接触歴を疫学調

査で追える状態

国内のいずれかの都道

府県において患者の接

触歴が疫学調査で追え

なくなつた状態

|(地械未発
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)|
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第二段階 (国 内発生早期)

第二段階 (国 内発生期)

第四段階 (小康期 )

患者の発生が減少し、低い水準でとどまってい

る状態
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第二殺麟
国内発生期

再然期

地域での発生状況は
様々であり、
′地域未発生期から地域
発生早期
・地域発生早期から地域
発生期
の移行は、都遊府県を
単位として判断
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Vl■各段階に|お 1する対策

以下、発生段階ごとに、予想される状況、対策の目標、対策の考え方、主要

7項 目の個別の対策を記載する。

融 ::鍛 確 轟 整
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本行動計画で記載する対策は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できる

強力な措置を含めて様々な状況に応 じることができるように、選択肢として示

すものである。実際には、病原性・感染力等のウイルスの特徴、地域の特性、

その他の状況を踏まえ、患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性

及び対策そのものが社会・経済活動に与える影響を総合的に勘案し、本行動計

画で記載するもののうちから実施すべき対策を選択し決定する。

病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、これらが高い場合

を想定した強力な対策を実施するが、情報が得られ次第、適切な対策へと切 り

替えることとする。また、常に対策の必要性を評価し、状況の進展に応じて、

必要性の低下した対策についてはその縮小・中止を図ることとする。

対策の実施・縮小・中止等を決定する際の判断の方法 (判断に必要な情報、

判断の時期、決定プロセス等)については、適宜、ガイ ドライン等に定めるこ

ととする。

レ7-θ ヽ戦鼈 未発生痢

【体制の整備と地方自治体との連携の強化】

・ 国における実施体制を整備・強化するために、初動対応体制の確立や発生時

に備えた中央省庁業務継続計画を策定する。

・ 関係省庁対策会議の枠組を通じて、関係省庁間の連携を確立する。

|■1方1治体1●お●●●動1計画●業務継続計1画等●‐策1走●新1型イレ|,ル|ジ|ザ

対1策に携わる1医績1従事1者や1車||‐家1行政菅等|■養成1等 |を1支
1接す|る11

11地 1方||1治体|と |あ1違1携|を1図る|た
|め||1蒔から|の1情報女1換■1連携1体tlllll確認|ヨ1森

―を実施|す
|る●

・ 都道府県等が自衛隊、警察、消防機関、海上保安機関等と連携を進めるため

の必要な支援を行い、連携体制の確認を行う。        ｀

Ⅵ-0 前段階 未発生期

予想される状況

○新型インフルエンザが発生していない状態。

O海外において、鳥等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が散

発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状況。

対策の日標

¬)発生に備えて体制の整備を行う。

2)国際的な連携の下に発生の早期確認に努める。

対策の考え方

○新型インフルエンザは、いつ発生するか分からないことから、平時から警戒

を怠らず、本行動計画等を踏まえ、地方自治体等との連携を図り、対応体制

の構築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進する。

○新型インフルエンザが発生した場合の対策等に関し、国民全体での認識共

有を図るため、継続的な情報提供を行う。

O海外での新型インフルエンザ発生を早期に察知するため、国際的な連携を

図り、継続的な海外からの情報収集を行う。

O海外での新型インフルエンザ発生を防ぐことにつながる可能性があるため、

鳥等の動物のインフルエンザが多発している国に対して協力・支援を行う。
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【国際間の連携】

・ 新型
′
インフルエンザの発生時に国際機関や諸外国等と速やかに情報共有で

きる体帝1を 整備する。

・ ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄・開発等に関する国際的な

連携・協力体制を構築する。

・ 医療従事者や専門家、行政官等の人材育成のために、研修員受入、専門家派

遣、現地における研修等を行う。

・ 新型インフルエンザの発生を想定した諸外国との共同訓練を実施する。

・ 新型インフルエンザ発生時に、国際機関又は発生国からの要請に応 じて派遣

できるよう、疫学、検査、臨床、家畜衛生等からなる海外派遣専門家チーム

を編成する。

・ 国際的な連携強化を含む調査研究を充実する。

・ ウイルス検体の、国際機関 (WHO、 OIE等 )を通 じた国際的な共有のあり方

を検討する。

【情報収集】

・ 新型インフルエンザの対策等に関する国内外の情報を収集する。

> 情報収集源

/ 国際機関 (WHO、 OIE等 )

/ 在外公館

/ 国立感染症研究所

/ 国立大学法人北海道大学        ・

/ 独立行政法人動物衛生研究所

/ 地方自治体

/ 検疫所

【動物におけるインフルエンザに関するサーベイランス】

1//― θ 議亀段鼈 木発夕期

・ 鳥類、豚におけるインフルエンザのサーベイランスを実施する。

【インフルエンザに関する通常のサーベイランス】

・ 人で毎年冬季に流行する通常のインフルエンザについて、指定届出機関 (約

5,000の医療機関)において患者発生の動向を調査し、全国的な流行状況に

ついて把握する。また、指定届出機関の中の約 500の 医療機関において、|ウ|

イルスの三型や薬斉11耐 IⅢ等|を調査|じ tl流行しているウイルスの性状について
把握する。

・ インラ,レ iンザによる.童症者及び1売‐亡者め発生動向を調査tl童 1症花め扶挽

を1巴握する81

: 学秩等におけるインフ|ブ レ
=―

ン|ザ様‐症状によ―る欠席1者

―
の状珈(学級|1学1年1開鎖:

休薇等)を調査ttイ |ン ラフレiジザめ感染拡大を阜期:1繰知する:|

・ インフルエンザウイルスに対する抗体の保有状況の調査により、国民の免疫

の状況を把握する。

【調査研究】

・ 新型インフルエンザの国内発生時に、迅速かつ適切に積極的疫学調査を実施

できるよう、専門家の養成や都道府県との連携等の体制整備を図る。

・ 通常のインフルエンザ及び新型インフルエンザに関する疫学、臨床、基礎研

究や検疫等の対策の有効性に関する研究を推進 し、科学的知見の集積を図る。

【継続的な情報提供】

・ 新型インフルエンザに関する基本的な情報や発生 した場合の対策について、

各種媒体を利用し、継続的に分かりやすい情報提供を行う。

・ 手洗い、咳エチケット等の、通常のインフルエンザに対しても個人レベルで

実施すべき感染予防策の普及を図る。
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【体制整備】

・ コミュニケーシヨンの体制整備として以下を行う。

|‐C熱蠣●い●ちら

^|じ

め1想1菫ltllぎるも101にう|ヽマ●決定|しておて,|

|ヽ1瀾的な錆妻晴講||1裁にめにヽ1警‐蒙壽→′||そか ,|す (継続的11

操鰈け

““

鈴llを構1集
|する.|(広報●当1菅|を ||卜

.とした,|■ |ムの1設置●||
11‐‐■|■||■|■|1者南tl●適時価功|な1情報1共1肴方法の検討等

'I輛ゝ|=鐘ⅢII彙ⅢⅢⅢI手|1反 1応|や必要|||し |てい|る情幸駐をすし緯●:‐ 1東なる.情

報纂藤11活 |か■体11を構築|する.:|

|■1起章における●妹●|=けとなる.Ⅲ白1冷体や関1係機1関等●メ|■′́や竜
話を請鷹墾轟●卜●に

"1能

‐な1嗅

'1緯

1当者F8311ホ,||ライレ|を設|^1素1急

|1庸難署1藻撫||■る|はれを構築す|る●
=|に

イ|シ|||■ |ネ|'|卜■
‐
をIS..し

|た|■,|二:麟 |イll^が●直接

“

|な|力熱 ..の1取 |力lt'情
1義■■0あ,ガを検

討:網‖|

>¨ ‐
～
壽轟

"“

驀森●|IⅢ時

"|に

0なた0●国●|■

'|●

|ツ峯|キ|を餃薫|サ

`準

備を進め|る●■ltill都造|"県●|="|■,1対

|111■ ||,|:七ジ|夕■1を 1設置|す|る準備を1進
|ある■|■要請|す|る●

【対策実施のための準備】

(個人レベルでの対策の普及 )

・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染予防策の普及を図る。また、自らが

患者となつた場合の対応についての理解促進を図る。

(地域・社会レベルでの対策の周知 )

・ 新型インフルエンザ発生時に実施され得る、患者の濃厚接触者の外出自粛、

学校等の臨時休業、集会の自粛等の、国内での感染拡大をなるべく抑えるた

И―θ 演段階 本発 生期

めの対策について周知を図る。

(衛生資器材等の供給体制の整備)                    ・

・ 衛生資器材等 (消 毒薬、マスク等)の生産・流通・在庫等の状況を把握する

仕組みを確立する。

(入 国者対策の準備 )

・ ,躊 灘 雷 鷺 琳 菫ぎ 暮11難 」聾 墓 隷

'禦

1解『

'|
・ 検疫の強化に伴い感染したおそれの高い者を停留する場合に備え、発生国か

ら来航する航空機・船舶について、検疫法に基づき
8、

その状況に応じて国内

検疫実施場所を指定し、集約化を図ることを検討する。また、集約海空港の

周囲の宿泊施設の確保を進める。

|‐ 摯た01蟹化の際に必1妻
|‐な|る |け療1措置1人菌者|:関する1技‐■前1蓋等‐||||'|ヽ |こ ||

検疫所|‐■‐ガ自始1体その●蘭蘇機蘭0連携‐を―薇イιlナる●

【地域医療体制の整備】

・ 医療体制の確保について具体的なマニ■アル等を提供するなど、日本医師会等

の関係機関と調整し、都道府県等に対し必要な助言等を行うとともに、都道府県

等の体制整備の進捗状況について定期的にフォローアップを行う。

・
蛛 .:I轟:暑震獣艦禦旗籠靭m‐譜驚

8検疫法 (昭 和 22年 6月 6日 法律第 201号 )(以下 「検疫法」 という。)第 14条第 2項
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【地域発生期の医療の確保】

・ 第二段階の地域発生期に備え、都道府県等に対し、以下を要請する。

> 全ての医療機関に対して、医療機関の特性や規模に応じた診療継続計画

の作成を要請 し、その作成を支援すること。

> 入院医療を提供する医療機関における使用可能な病床数を試算するこ
｀
 と。

> 地域の実情に応じ、感染症指定医療機関等のほか、公的医療機関等 (公

立病院、日赤病院、済生会病院、国立病院、国立大学附属病院、労災病

院等)で入院患者を優先的に受け入れる体制を整備すること。

> 入院治療が必要な新型インフルエンザの患者が増加し、医療機関の収容

能力を超えた場合に備え、公共施設等で医療を提供することについて検

討を行うこと。

> 地域の医療機能維持の観点から、がん医療や透析医療、産科医療等の常

に必要とされる医療を継続するため、原則として新型インフルエンザの

初診患者の診療を行わないこととする医療機関の設定を検討すること。

> 社会福祉施設等の入所施設において、集団感染が発生した場合の医療提

供の方法を検討すること。

・ 大学附属病院に対し、患者対応マニュアルを作成するなど、地域の医療機関

等と連携 しながら、新型インフルエンザの発生に備えた準備を行うよう要請

する。

・ 第二段階の地域発生期においても救急機能を維持するための方策について

検討を進める。また、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等搬送

従事者のための個人防護具の備蓄を進めるよう各消防本部に要請するとと

もに、必要な支援を行う。

【ガイ ドラインの策定、研修等】

げ―θ 読段階 未発4期

新型インフルエンザの診断、 トリアージを含む治療方針、院内感染対策、患

者の移送等に関するガイ ドラインの策定を行い、医療機関に周知する。

都道府県等と協力し、医療従事者等に対し、国内発生を想定 した研修や訓練

を行う。

【医療資器材の整備】

・ 国及び都道府県等は、必要となる医療資器材 (個人防護具、人工呼吸器等)

をあらかじめ備蓄・整備する。都道府県等に対し、感染症指定医療機関等に

おける必要な医療資器材や増床の余地に関して調査を行つた上、十分な量を

確保するよう、要請する。

【検査体制の整備】

・ 新型インフルエンザに対する迅速診断キットの開発を促進する。

■部道鍵県キ
ー
':温1彗語,IIttJti鰍奮獄,

【医療機関1等

^の

1情報提供体市1の1整備】|

■‐新型|イン

'''=レ

ザ10診断|― 治療11資す|る1情幸に等|を1医療機関及‐び1医療従事者
に通速に1提供‐するた|あ|の体需1を1整‐備する

=

【抗インフルエンザウイルス薬の科学的知見の収集・分析】

・ 抗インフルエンザウイルス薬の効果や薬剤耐性についての研究や情報収集

を行う。

【抗インフルエンザウイルス薬の備蓄】

・ 諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国民の45%に相
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当する量を目標として、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を推進する。

・ 新たな抗インフルエンザウイルス薬について、情報収集を行い、全体の備蓄

割合を検討する。

・ 在外公館における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を進める。

【抗インフルエンザウイルス薬の流通体制の整備】

・ 抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認し、新型インフルエンザ発生

時に円滑に供給される体制を構築するとともに、医療機関や薬局、医薬品卸

売業者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の適正流通を指導する。

【研究開発】

(バンデミックワクチン)

。 新型インフルエンザ発生後、ウイルス株が同定されてから6か月以内に全国

民分のパンデミックワクチンを製造することを目指し、細胞培養法など新し

いワクチン製造法や、経鼻粘膜ワクチン等の投与方法等の研究・開発を促進

するとともに、生産ラインの整備を推進する。

【ワクチン確保・供給体制】

(プ レバンデミックワクチン)

・ パンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、それまで

の間の対応として、医療従事者及び社会機能の維持に関わる者に対し、感染

防止策の一つとして、プレバンデミックワクチンの接種を行うこととし、そ

の原液の製造・備蓄を進める。

> ウイルスの遺伝子構造の変異等に伴い、新しい分離ウイルス株の入手

状況に応 じてワクチン製造用候補株の見直しを逐次検討 し、その結果

に即 して製造を行うとともに、プレバンデミックワクチン製造に必要

な新 しい分離ウイルス株の弱毒化やこれに関連する品質管理等を国内

で実施する体制の充実を図る。

17-θ  譲段階 な発 生期

(バ ンデミックワクチン)

,細胞培養法等による製造体制が整備されるまでの間、鶏卵によるパンデミッ

クワクチンの製造体制において可能な限りの生産能力の向上を図る。

・ パンデミックワクチンの審査のあり方について検討を行う。

1全嵐1良1分01ヽジデヽ ,,ウウ:チ |ジ|を自驀■流1遭そ|||る 1体‐tllを1藤集|す
|る11

11細胞‐培養法‐なaガ耕||、製1若法が蘭1発|ぎれ●●国民1分あ′ヽジ|デ |ヽ,ケウ|ケ■
|ンを1自■■送||か,II確

1保する|||い●‐能||な|る|まlti=‐●輸入■|ケ■ンの確保
01基本‐的1者‐え―芳|と |そ|め|フ●|セメ||lt‐ そヽ1走|あ:そ|お|(11

【接種体制の構築】

(プ レバンデミックワクチン)

・ プレパンデミックワクチンの接種の対象となる医療従事者及び社会機能の

維持に関わる者の具体的な範囲や接種順位を策定する。

・ 発生時にプレバンデミッヽクワクチンを速やかに接種する体制を構築する。

(バ ンデミックワクチン)

。 全国民に対し速やかにバンデミックワクチンを接種可能な体制を構築する。

,1/AN‐費||1集||1的 |な1接極|を1行う|||と

―
を1基本|と|けで11法的1位1置|づ1111接 1種 |●

美

“
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機種■実施基準等|,接
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"■

■区町本lilお 1チ |る 1接 1種
1体需||ご||ヽそ:真 1体‐
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|モ デ
'|を
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ーすな|ど技1術

的|な支‐援|を行う●
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―
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|る |よう1要請
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‐
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^01支

1擦|を
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【情報提供】

・ 新型インフルiンザ対策におけるワクチンの役割や、供給体制・接種体制と

いった基本的な情報について情報提供を行い、国民の理解促進を図る。

【プレバンデミックワクチンの事前接種】

・ プレバンデミックワクチンの有効性・安全性に関する臨床研究等を実施 し、

得られた結果の評価等に基づき、医療従事者及び社会機能の維持に関わる者

に対し、プレバンデミックワクチンを新型インフルエンザの発生前に接種す

ることについて検討を行う。さらに、安全性等の評価を踏まえ、プレパンデ

ミックワクチンの接種を段階的に拡大 していくことついても検討を行う。

・ 事前接種の検討結果を踏まえ、適切に対応する。

【ガイ ドラインには、以下の内容等について、より具体的に記載する】    |

◎ワクチン確保・供給体制の構築にっぃて                 |
Oワ クチンの確保                          |
・国内産ワクチンの確保に向けた事前準備について           |
・輸入ワクチンの確保に向けた事前準備について            |

○ワクチン流通体制の構築                       |
◎接種体制の構築について                        |
O接種対象者の優先順位及びその選定方法への事前準備          |

0接種の実施へ向けた事前準備                     |

【事業継続計画の策定促進】

・ 事業者に対 し、新型インフルエンザの発生に備え、職場における感染予防策

や、事業継続に不可欠な重要業務への重点化について計画を策定する等十分

レγ一θ ″勧 リ メ■が生期

な事前の準備を行うよう要請 し、実施を確認する。特に社会機能の維持に関

わる事業者による事業継続計画の策定を支援する。

【社会的弱者等への支援】

・ 市区町村に対し、第二段階の地域発生期における住民の生活支援や在宅の高

齢者、障害者等の社会的弱者への支援 (見 回 り、介護、訪間看護、訪間診療、

食事提供等 )、 搬送、死亡時の対応等について、対象世帯の把握とともにそ

の具体的手続きを決めておくよう要請する。

【火葬能力等の把握】

・ 都道府県に対し、市区町村と連携 じ、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を

安置できる施設等についての把握・検討を行い、計画を立てておくよう要請

する。
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‐
■1撃階1海1外‐肇生期

予想さ
―
れる1状

1況

○海外で新型インフルエンザが発生 した状態。

O国内では患者は発生 していない。

○海外における状況は、発生国・地域が限定的な場合や、流行が複数の国・地

域に拡大 している場合等、様々である。

対‐策の日標

1)国内発生に備えて体制の整備を行う。

2)国内発生の遅延と国内発生の早期発見に努める。

対1策の考え方

○新たに発生したウイルスの病原性や感染力等について十分な情報がない可

能性が高いが、その場合は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できるよ

う、強力な措置をとる。

O対策の判断に役立てるため、国際的な連携の下で、海外での発生状況、ウイ

ルスの特徴等に関する積極的な情報収集を行う。

○国内発生 した場合には早期に発見できるよう国内のサーベイランス・情報収

集体制を強化する:

○海外での発生状況について注意喚起するとともに、国内発生に備え、国内発

生した場合の対策について的確な情報提供を行い、地方自治体、事業者、国

民に準備を促す。

○検疫等により、国内発生をできるだけ遅 らせるよう努め、その間に、医療機

関等への情報提供、検査体制の整備、診療体制の確立、社会機能維持のため

の準備、プレバンデミックワクチンの製剤化・接種、パンデミックワクチン

の製造開始等、国内発生に備えた体制整備を急ぐ
`
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【政府の体制強化】

・ 海外において新型インフルエシザが発生 した疑いがある場合には、内閣危機

管理監が関係省庁と緊急協議を行い、内閣総理大臣に報告するとともに、速

やかに関係省庁対策会議を開催 し、情報の集約・共有・分析を行うとともに、

初動対処方針について協議・決定する。

・ WHOが フェーズ 4の宣言を行つた場合には、内閣総理大臣及び全ての国務

大臣からなる政府対策本音「を設置 し、諮問委員会を開催する。政府対策本部
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は諮問委員会の意見を踏まえ、入国者対策・在外邦人支援等の初動の基本的

対処方針について協議・決定する。

・ wHOが フェーズ 4の宣言を行っていない場合であつても、海外において新

型インフルエンザが発生した疑いが強く、政府としての対策を総合的かつ強

力に推進する必要があると判断される場合には、必要に応じ、内閣総理大臣

が主宰し、全ての国務大臣が出席する「新型インフルエンザ対策関係閣僚会

議」 (以下「関係閣僚会議」という。)を開催 し、入国者対策・在外邦人支援

等の初動の基本的対処方針について協議 。決定する。

【国際間の連携】

,ワ クチンや抗インフルエンザウイルス薬等の開発等に関する国際的な連携・

協力体制を強化する。 (厚生労働省 )

。 国際機関又は発生国からの要請に応じ、未発生期に編成 した海外派遣専門家

チームの派遣を検討する。

・ 発生国に対しWHOが 行う支援への協力を行う。

・ 国際的な連携強化を含む調査研究を強化する。

【国1際的な1情報1収1集】

・ 海外における新型インフルエンザの発生状況について、国際機関 (WHO、

OIE等)等 を通じて必要な情報を収集するとともに、発生国からの情報収集

を強化する。

> ウイルス株に関する情報

> 疫学情報 (症状、症例定義、致死率等)

> 治療法に関する情報 (抗インフルエンザウイルス薬の有効性等)

【サーベイランス】

・ 引き続き、インフルエンザに関する通常のサーベイランスを実施する。
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